
２．茨城県リサイクル建設資材評価認定制度実施要綱 
 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この要綱は，「国等による環境物品等の調達等の推進に関する法律」の精神に基づ

き，循環型社会の構築を目指し，これまで不要物として廃棄されたものを原料として使用

した再生資源建設資材（以下「リサイクル建設資材」という。）の使用促進を図るため，

茨城県が実施する「茨城県リサイクル建設資材評価認定制度」（以下「認定制度」とい

う。）について定める。 

 

第２章 リサイクル建設資材の評価事業 

 

（評価基準） 

第２条 茨城県知事（以下「知事」という。）は，公共工事での使用を考慮したリサイクル 

建設資材の評価基準（以下「評価基準」という。）を別途定め，公表するものとする。 

 

（評価認定委員会） 

第３条 評価に関する事項を審議するため，学識経験者等からなる茨城県リサイクル建設資 

材評価認定委員会（以下「評価認定委員会」という。）を設置する。 

２ 評価認定委員会の規定については，別に定める。 

 

（認定申請） 

第４条 認定を申請しようとする者（以下「申請者」という。）は，別に定める申請書に所 

定の書類を添えて，認定を受けようとするリサイクル建設資材（以下「申請資材」とい

う。）の評価を知事へ申請するものとする。 

２ 申請者は，認定の申請に当たって，試験結果のねつ造，事実と異なった申告等の不誠実 

行為を行ってはならない。 

 

（申請者の要件） 

第５条 申請者は，廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条第５項第４号イからヌまで及 

び第１４条第５項第２号イからヘまでのいずれにも該当しない者であって，次の各号のい 

ずれかに該当するものとする。 

一 リサイクル建設資材の製造者。ただし，当面の間は，国内の製造者に限る。 

二 リサイクル建設資材の販売者その他当該材料の供給に携わるもので，品質管理につい 

て，自らの責任で管理できる者。ただし，国内の製造者と連名を条件とする。 



（事前審査及び現地調査等） 

第６条 知事は，申請書内容について事前に審査・確認し，申請資材の審査に必要であると 

認めるときは，職員に現地調査を実施させ，又は申請者に対して，その他の措置を指示す 

ることができる。 

 

（評価認定委員会への付議） 

第７条 知事は，申請があったときは，評価認定委員会に付議するものとする。 

 

（評価認定委員会による審査） 

第８条 評価認定委員会は，付議された申請案件について，次の事項を審査する。 

一 評価基準に対する適合 

二 建設資材としての総合的妥当性 

三 申請資材の資材別利用方法 

 

（認定証の交付，評価資材リストの作成） 

第９条 知事は，評価認定委員会に付議し評価基準に適合していると認められた申請案件に 

ついて，認定資材として認定する。 

２ 知事は，認定資材として認定したものについて，申請者に認定証（様式１１）を交付す 

る。 

３ 知事は，認定資材について認定資材一覧を作成し，関係機関に送付するとともに，ホー 

ムページ等で公表する。 

 

（認定マークの表示等） 

第１０条 認定を受けた者は，認定資材について認定マークを表示して販売することができ 

る。 

２ 製造者及び販売関係者等は，認定を受けずに認定マーク及び認定マークと誤認のおそれ 

のある表示を行ってはならない。 

 

（認定証を受けた者の責務） 

第１１条 認定を受けた者は，当該認定資材について評価基準に適合するように，品質の維 

持に努めなければならない。 

２  認定資材に関して，資材利用者との間に資材の品質・性能・安全性等の問題が発生した 

場合には，認定を受けた者が責任を持ってその処理をするものとする。 

３ 認定を受けた者は，認定年度の翌々年度の５月１日までに，基準となった項目について 

評価基準適合状況報告書（様式１３）に必要書類を添付し知事へ報告しなければならない。 

ただし，茨城県土木部指定工場制度による指定を受けている工場の資材（以下「指定工 



場資材」という。）については，評価基準適合状況報告書の提出は要しない。 

４   認定を受けた者は，第４条に基づく認定申請，第１３条に基づく更新申請,第１４条に 

基づく変更申請及び前項に基づく報告に添付した品質性能，環境に対する安全性の確認の 

ための検査結果，その関係書類を５年以上保存しなければならない。 

 

（認定証の有効期間） 

第１２条 認定証の有効期間は，交付の日から３年とする。 

 

（更新申請） 

第１３条 認定資材として効果を存続させようとするときは，認定証の有効期間の終了する 

前の知事が定める時期に，別に定める申請書に所定の書類を添えて認定資材の更新に係る 

評価を知事へ申請しなければならない。この場合において，認定手続きの期間中は，認定 

資材とみなす。 

２ 第１項の申請は，第４条第２項，第５条から第１２条及び第１５条の規定を準用する。 

 

（変更申請） 

第１４条 認定資材について，次のいずれかに該当するときは，別に定める申請書に所定の 

 書類を添えて，認定資材の変更に係る評価を知事へ申請するものとする。 

 一 認定資材の規格・寸法の変更又は追加 

 二 再生資源に係る変更又は追加 

 三 前各号の他,認定資材の製造及び品質に係る重要な事項 

２ 第１項の申請は，第４条第２項及び第５条から第１１条の規定を準用する。 

 

（認定資材の利用実績等の報告） 

第１５条 認定を受けた者は，毎年の５月１日までに，前年度の当該認定資材の納入実績報 

告書（様式１４）を知事に提出しなければならない。ただし，指定工場資材については， 

納入実績報告書（様式１４）の提出は要しない。 

２ 認定を受けた者は，次の各号のいずれかに該当した場合は，遅滞なく知事に報告しなけ 

ればならない。 

一 当該認定資材の製造を中止した場合。 

二 当該認定資材について品質上の欠陥若しくは安全上の問題が生じた場合。 

三 申請者又は認定資材の名称等に変更があった場合。 

３ 認定を受けた者は，当該認定資材に係る原材料及び使用の実態を把握するとともに，そ 

の記録を５年以上保存しなければならない。 

 

 



（認定の取消し） 

第１６条 知事は，認定資材について次の各号のいずれかに該当する場合，認定の取消しを 

することができる。 

一 当該認定資材に品質上の欠陥があり，使用上著しい問題を生じた場合，又は生じる可 

能性がある場合。 

二 当該認定資材が評価基準に適合しなくなった場合。 

三 認定の申請に際し不誠実な行為があったと認められる場合。 

四 認定証の交付を受けた者が第５条の申請者の要件に該当しなくなった場合。 

五 当該認定資材の製造が中止された場合。 

２ 知事は，認定を取消した場合，その認定を受けた者にその旨を通知するとともに，速や 

かにその旨を公表しなければならない。 

 

（評価基準の変更等） 

第１７条 知事は，必要と認めたときは，評価基準の変更・廃止，新規評価基準の作成（以 

下「評価基準の変更等」という。）をすることができる。 

２ 評価基準の変更等を行う場合は，評価認定委員会に付議し了承されなければならない。 

３ 評価基準の変更等を行った場合，これを公表する。 

４ 評価基準の変更等に伴って当該認定資材が評価基準に適合しなくなった場合であって 

も，認定資材の認定の有効期間内は評価基準に適合しているものとみなす。 

 

（損害に対する責任） 

第１８条 知事は，認定資材の使用により生じた損害に対する責任は，その原因の如何を問 

わずこれを負わない。 

 

（認定資材等の公表） 

第１９条 知事は，認定資材について，必要な事項を公表することができる。 

 

 

第３章 認定資材の率先利用の取組 

 

（茨城県リサイクル建設資材率先利用指針の制定） 

第２０条 知事は，県が発注する建設工事での認定資材の利用を促進するため，茨城県リサ 

イクル建設資材率先利用指針を別に定め，利用方法を定めたグループ区分を資材毎に設定 

し率先利用に努める。 

 

 



（他団体への周知等） 

第２１条 知事は，認定資材の利用促進について，市町村，関連団体等への周知に努める。 

また，リサイクル建設資材の製造・流通についても認定制度を活用して円滑な発展が図ら 

れるよう支援するものとする。 

 

 

第４章 雑則 

 

（立入り等） 

第２２条 知事は，認定制度の運用上必要と認める場合，認定を受けた者に対し，製造工場 

等への立入調査及び報告書等を求めることができる。 

 

（その他） 

第２３条 この実施要綱に定めるもののほか，必要な事項は知事が別に定める。 

 

 

附 則  

この実施要綱は，平成１６年 ９月１０日から適用する。 

この実施要綱は，平成１９年 ２月 ５日から適用する。 

この実施要綱は，平成１９年１１月１６日から適用する。 

この実施要綱は，平成２８年１１月１４日から適用する。 

この実施要綱は，令和 元年１１月 ７日から適用する。 


